
よくあるご質問

Ql 提出書類を綴るフラッ トフアイルの指定はあ りますか。

A.は い、あ ります。

※フラッ トフアイル はA4縦 型 (S型 )を 使用 して ください。ファイルの色 は、

清掃 は青色 、警備 はピンク色です。

※フアイルの表紙 と背表紙 に r

壊頑蝦顛盈露」及び「頑痘上幽立ゑ晟ムしてください。

Q2 書類 はどのように綴 りますか。

Ai※ 「提出書類一覧表 」を一番上 に綴 り、一覧表の番号順 に提出書類を並べて

綴 つて ください。

※書類に、穀 影のインデツクスを付けてください。

Q3 フラツトフアイルに綴らずに提出するものはありますか。

A.は い、あります。返信用封筒はフラッ トフアイルに綴らず、クリップで留め

て提出してください。なお、返信用封筒は、長形 3号のものに94円 切手を

貼付し、頑四砲娯虚ぬ鍛庖五癌建盟ゴ鳳ム してください。

Q4
A

清掃 業務 と豊備 業務 を両方 申請 す る場 合 の留 意 事項 はあ りますか 。

※両方 申請 する場合 は、 フラ ッ トフアイル は別冊 で作 成 して くだ さい。

Q5 様 式を作成 す る 際の 留 意事項 が あれ ば教 えて くだ さい 。

A.① 「営業概 要表 (第 6号様 式 )」 につ いて

※

年の 平均 を記 入 して くだ さい 。

※正規 従 業 員 数 の 欄 は、従 業 員名 簿 (第 9号 様 式 )の人数 と一致 させ て くだ

さい。

② 「業務 実績表 (第 7号様 式 )」 につ いて

※請負金額 の大 きい順 に記入 して くだ さい。



Q6 「健康保 険及び厚生年金保険に係 る標準報酬決定通知書の写 し」について、

後期高齢者で提 出できない場合 どうすれ ばよいか。

A!後 期高齢者 は、賃金台帳 (令 和 4.3月 ～直近の給料 まで )及 び後期高齢

者医療被保険者証の写 しを提出 して ください。

Q7 県外 業 者 は登 録 で きますか 。

A.※ 沖 縄 県 内 に支店 及 び 営業所 の いずれ か を有 す る事業 者様 であ れ ば、登録 可

能 で す 。

※本 社 (店 )が 県 外 の 場 合 、 Nα 3(第 6号 様 式 )～ Nα 6(第 9号 様 式 )に つ い

て は 、本 社 (店 )分 と沖 縄 支店 (営 業 所 )分 それ ぞれ 作 成 して くだ さ い 。

Q8 結果通知の発送時期 はいつ頃か。

A.審査結果 については、書類審査後 、令和 5年 2月 初旬 頃 (予 定)郵送にて通

知 します。

Q9 標準報酬決定通知書 について、いつ時点のものを提出 しますか。

A.第 6号様式の営業概要表 は、令和 4年 11月 1日 現在の内容を記載することか ら、

令和 4年 11月 1日 現在の従業員数 と、標準報酬決定通知書 は一致 させて くだ

さい。

Q10「 労働保 険証明書 」につ いて、労働局か らの労働保 険証 明書の交付が廃止 に

なつたため、確認資料 は何を提出すればよいで しょうか。

A.令 利 4年 3月 1日 か ら労 l動 局の労働保険証 明書の交付が廃止 となつ たため、「労

働保 険概算・確定保険料 申告書及び保険料納付の領収がわかるもの (写 し可 )」

を提出 して ください。なお、加入 している労働保険事務組合 において納付証

明書の交付 は可能です。

Qll 第 6号様式 「営業概要表 」について、年間平均契約実績額 はどのように記載

しますか。

A,第 フ号様式の業務 実績表 に記入 している 2か 年の平均値 を記入 して くだ さ

い 。

Q12 第 フ号様式 「清掃 ・警備業務実績表」について、契約件数が 10件以上あ

るが、どのように記載 しますか。

A.過 去 2年 分の各年度 において (請負金額の大 きい順 に 5件 まで記入 して く

ださい。 6件以上の契約の記入は不要です。


